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資料９－１ 北海道雪害対策実施要綱 

北海道地域防災計画（R８年２月北海道防災会議）第４章災害予防計画から 

第１ 目的 

この要綱は、北海道地域防災計画の定めるところにより、大雪、暴風雪及びなだれ等の災害(以

下、｢雪害｣という。)に対処するため、防災関係機関の実施事項を定めるとともに、市町村との連

携を図り、雪害対策の総合的な推進を図ることを目的とする。 

 

第２ 防災会議の体制 

１ 連絡部の設置 

雪害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため、北海道防災会議に次の機関で構

成する｢北海道雪害対策連絡部｣（以下、｢連絡部｣という。)を設置する。 

北海道総合通信局、北海道開発局、北海道農政事務所、北海道運輸局、札幌管区気象台、陸上

自衛隊北部方面総監部、北海道警察本部、北海道、北海道教育委員会、札幌市、公益財団法人北

海道消防協会、全国消防長会北海道支部、東日本高速道路株式会社北海道支社、北海道旅客鉄道

株式会社、日本貨物鉄道株式会社北海道支社、日本放送協会札幌放送局、ＮＴＴ東日本株式会社

北海道事業部、株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、

楽天モバイル株式会社、日本赤十字社北海道支部、北海道電力株式会社、北海道電力ネットワー

ク株式会社、電源開発株式会社北海道事務所、北海道エアポート株式会社 

２ 設置期間 

11 月 1 日から 3月 31 日まで（なお、気象状況等を踏まえて別途定める場合がある。） 

３ 連絡部の任務 

連絡部の任務は、次のとおりとする。 

(1) 雪害に関する各種情報の収集及び発信 

(2) 雪害対策における関係機関相互の緊密な連絡調整及び迅速な情報の交換 

(3) 雪害に対処するために必要な資料の収集 

(4) 雪害時における定時的な報告 

(5) その他雪害対策に必要な事項 

４ 連絡部の招集 

連絡部の招集は、雪害に関する気象等特別警報・警報・注意報並びに情報等が発表され、事務

局が札幌管区気象台と協議して、必要と認めたときに行う。 

また、事務局は必要に応じて、雪害による交通障害対策に迅速かつ的確に当たるため、連絡部

構成機関及び庁内関係部の職員の招集を求めることができる。 

なお、雪害発生地域等の事情を踏まえ、必要に応じて、連絡部構成機関以外の関係機関の職員

の参加を要請することができる 

５ 連絡部の運営 

連絡部は、連絡部を構成する機関の職員のうちから、当該機関の長が指名する職員をもって運
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営する。 

連絡部の事務局は、北海道総務部危機対策局危機対策課内に置く。 

 

第３ 対策実施目標 

雪害対策の期間及び実施目標は、次のとおりとする。 

１ 第一次目標 

(1) 期間 11 月～12 月中旬 

(2) 目標 除雪機械車両等の整備点検 

２ 第二次目標 

(1) 期間 12 月～3月 

(2) 目標 豪雪等雪害に対処する除雪･排雪の推進 

 

第４ 防災関係機関の予防対策 

１ 気象観測及び情報収集 

(1) 札幌管区気象台 

札幌管区気象台は、必要と認める場合は観測資料及び雪害に関係のある特別警報・警報・注

意報並びに情報等を連絡部に通報する。また、気象官署及びアメダスで観測した積雪の深さや、

１時間ごとに約 5km 四方の細かさで積雪の深さを推定した解析積雪深について、「積雪速報（今

後の雪）」として札幌管区気象台のホームページに掲載する。 

(2) 北海道開発局 

北海道開発局は、事務所及び事業所等で観測する積雪状況等を把握し、その状況により災害

の発生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

(3) 北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社 

北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社(以下｢北海道旅客鉄道株式

会社等｣という。)は、駅等で観測する積雪状況等を把握し、その状況により列車ダイヤに大き

な支障が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

(4) 北海道 

北海道は、出張所等で観測する積雪状況等を把握し、その状況により災害が予想される場合

は、連絡部へ通報する。 

また、関係機関及び民間企業や地域住民等から地域的な異常気象の情報等の提供を受け、そ

の状況により災害の発生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

(5) 東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社は、事務所及び事業所等で気象監視用カメラ等で把握し

た積雪状況等により災害の発生が予想される場合は、連絡部へ通報する。 

２ 交通、通信、送電及び食料の確保 

(1) 北海道開発局 

北海道開発局が管理する道路で冬期間 24 時間体制で除雪作業を行い交通の確保を保つ。 
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(2) 北海道 

北海道が管理する道路で冬期間除雪を行い、除雪作業による交通確保目標は路線の区分に応

じて次のとおりである。なお、夜間除雪を実施しない区間には、看板を設置し、夜間除雪未実

施についての周知に努める。 

種類 標準交通量 除雪目標 

第 1種 1,000 台/日以上 

２車線以上の所定幅員確保を原則とし、異常な降雪

時以外は、交通を確保する。 

異常降雪時においては、極力２車線確保を図る。 

第 2種 
300 台/日以上 

1,000 台/日未満 

２車線(5.5m)以上の幅員確保を原則とし、夜間除雪

は実施しない。 

異常降雪時においては、極力１車線以上の確保を図

る。 

第 3種 300 台/日未満 

２車線幅員を確保することを原則とし、夜間除雪は

実施しない。状況によっては１車線(4.0m)幅員で待避

所を設ける。 

異常降雪時においては、一時通行止めとすることも

やむを得ないものとする。 

(3) 東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社が管理する道路で冬期間２４時間体制で除雪作業を行

い交通の確保を保つ。 

(4) 北海道警察本部 

北海道警察は、雪害による交通の混乱を防ぐため、道路管理者による広範囲での計画的・予

防的な通行規制等が円滑に実施されるよう、必要に応じて道路管理者と連携するものとする。 

(5) 北海道旅客鉄道株式会社等 

北海道旅客鉄道株式会社等は、雪害による列車ダイヤに支障を来さないよう除雪に努めるも

のとする。 

なお、雪害時においては、通勤、通学及び緊急必需物資の輸送に重点を置くものとする。 

(6) 東日本電信電話株式会社北海道事業部、株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社、ＫＤＤI 株式会

社及びソフトバンク株式会社 

東日本電信電話株式会社北海道事業部、株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社、ＫＤＤＩ株式会

社及びソフトバンク株式会社（以下「東日本電信電話株式会社北海道事業部等」という。）は、

雪害により電気通信に支障を来さないよう必要な措置を講ずるものとする。 

(7) 北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社 

北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社は、着氷雪、風圧及び荷重に耐え

る設備の増強を図り、雪害により送電に支障を来さないよう努めるものとする。 

(8) 北海道農政事務所 

北海道農政事務所は、応急用食料の調達・供給に関する連絡調整等を行うものとする。 
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(9) 北海道運輸局 

北海道運輸局は、雪害時における旅客及び貨物の円滑な輸送の確保に努めるものとする。 

３ なだれ防止策 

住民に被害を及ぼすおそれのある、なだれの発生が予想される箇所を地域住民に周知させるた

め、関係機関は、自己の業務所管区域のなだれの発生が予想される箇所に、標示板による標示を

行う等の措置を講ずるものとする。 

(1) 北海道開発局 

北海道開発局は、なだれ発生の可能性が想定される箇所について、随時パトロールを実施す

るとともに、必要に応じてなだれ防止柵設置等の整備に努めるものとする。 

(2) 北海道 

北海道は、標示板による標示を行うほか、なだれの発生が予想される箇所の巡視を強化する

ものとする。 

(3) 北海道旅客鉄道株式会社等 

北海道旅客鉄道株式会社等は、なだれの発生が予想される地点に、防護柵を設置する等の防

災設備の増加に努めるとともに、状況に応じ線路警戒運転規制を実施し、列車運転の安全を期

するものとする。 

４ 排雪 

道路管理者は、排雪に伴う雪捨場の設定に当たっては、特に次の事項に留意するものとする。 

(1）雪捨場は、交通に支障のない場所を設定すること、止むを得ず道路側面等を利用する場合は、

車両の待避場を設ける等交通の妨げにならないよう配意するものとする。 

(2) 河川等を利用し、雪捨場を設定する場合は、河川の流下能力の確保に努め、溢水災害等の発

生防止に十分配意するものとする。 

５ 住民への啓発 

連絡部の各機関は、日ごろからそれぞれの立場において、又は関係機関と連携・協力して雪害

による被害防止に関する情報を SNS 等を活用し、住民に対し周知・啓発することに努めるもの

とする。 

 

第５ 防災関係機関の警戒体制 

１ 北海道開発局 

(1) 北海道開発局は、気象官署の発する気象等特別警報・警報・注意報並びに情報等や現地指定

観測所の情報等を勘案し、必要と認める場合は、北海道開発局防災対策事務規程の定める体制

に入るとともに、自己の管理する地域の状況の把握に努めるとともに、市町村に対し、積極的

な防災支援を講ずるものとする。 

(2) 雪害の発生が予想されるときは、必要により通行禁止、制限等の通行規制を行う等所要の対

策を講ずるものとする。 

２ 北海道 

(1) 北海道は、気象官署の発する気象等特別警報・警報・注意報並びに情報等や現地指定観測所
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の情報等を勘案し、必要と認める場合は、道地域防災計画に定める非常配備体制に入るととも

に、道関係出先機関に対し警戒体制を指示するものとする。 

なお、状況に応じ自己の管理する地域へ連絡員を派遣し、状況の把握に努めるとともに、市

町村に対し、要配慮者世帯の安否確認等への必要な協力など、積極的な防災支援を講ずるもの

とする。 

(2) 雪害の発生が予想されるときは、必要により通行禁止、制限等の通行規制を行う等所要の対

策を講ずるものとする。 

(3) 雪害の発生が予想される場合は、SNS 等による情報発信を行うほか、必要によりＮＨＫ及び

関係報道機関に対して住民に向けた注意喚起等の放送要請等、所要の対策を講ずるものとする。 

３ 東日本高速道路株式会社北海道支社 

東日本高速道路株式会社北海道支社は、気象官署の発する気象等特別警報・警報・注意報並び

に情報等や現地気象観測所の情報並びに現地巡回等の情報等を勘案し、必要と認める場合は、東

日本高速道路株式会社北海道支社雪氷対策要領に定める体制に入り交通の確保に努めるものと

する。 

４ 北海道警察本部 

北海道警察は、雪害の発生が予想されるときは、北海道警察災害警備計画に定める体制を整え

るものとし、必要により道路管理者と協議のうえ、通行の禁止、制限等所要の対策を講ずるもの

とする。 

５ 北海道旅客鉄道株式会社等 

北海道旅客鉄道株式会社等は、雪害の発生が予想されるときは、警備体制に入り、その状況に

より、除雪に要する人員の確保、運転規制等を実施するものとする。 

６ 東日本電信電話株式会社北海道事業部等 

東日本電信電話株式会社北海道事業部等は、雪害の発生が予想されるときは、警戒体制に入り、

その状況により、巡視点検、安全上必要な防護、要員の配置等を実施し、電気通信の確保に努め

るものとする。 

７ 北海道電力株式会社、北海道電力ネットワーク株式会社 

北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株式会社は、雪害の発生が予想されるときは、

当該管轄地域毎に警戒体制に入り、状況により臨時巡視するとともに、既に配備済の復旧資器材

の点検、整備及び人員の確保等に努めるものとする。 

８ ＮＨＫ及び関係報道機関 

ＮＨＫ及び関係報道機関は、雪害に関する情報を積極的に報道し、一般住民の雪害に対する注

意喚起及び緊急時の避難等について所要の報道体制を整えるものとする。 

９ その他の機関 

その他の機関は、それぞれの立場において雪害発生時における応急措置の体制を整えるものと

する。 

 

第６ 避難救出措置等 
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１ 北海道 

(1) 雪害の発生により応急対策を実施する場合は、Web 会議の活用や連絡調整員（リエゾン）の

派遣などにより当該市町村と緊密な連絡をとり、北海道地域防災計画の定めるところにより、

避難、救出、給水、食料供給及び防疫等に万全の措置を講ずるものとする。 

(2) 雪害の状況により必要があると認める場合は、自衛隊の災害派遣を要請するものとする。 

２ 北海道警察本部 

(1) 雪害により住民の生命身体に危険が及ぶことが予想されるときは、自主避難を勧めるととも

に、急を要するときで、市町村長が避難の指示ができないと認めるとき、又は、市町村長から

要請のあったときは、避難を指示して誘導するものとする。 

(2) 雪害による被害者の救出、行方不明者の捜索を実施するものとする。 

 

第７ 災害対策本部の設置等 

雪害により防災関係機関が災害対策本部を設置したときは、連絡部にその状況を通報するものと

する。連絡部は、その状況を他の防災関係機関に連絡し、災害対策の一本化を図るものとする。 

 

第８ 総合振興局又は振興局協議会の体制 

総合振興局又は振興局協議会は、本要綱に準じ、雪害対策地方連絡部を設置する等、雪害に対処

する所要の措置を講ずるとともに管下市町村における雪害対策の積極的な指導を実施するものと

する。 

 

第９ 市町村の体制 

市町村は、雪害対策を積極的に実施するため、本要綱に準じ、所要の対策を講ずるとともに、特

に次の事項につき十分留意するものとする。 

１ 雪害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

２ 雪害情報の連絡体制を確立すること。 

３ 災害警戒区域等の警戒体制を確立すること。 

４ 積雪における消防体制を確立すること。 

５ 雪害発生時における避難、救出、給水、食料、燃料等の供給及び防疫等の応急措置の体制を整

えること。 

６ 要配慮者世帯の安否確認や除雪支援の体制を整えること。 

７ 孤立予想地域に対しては、次の対策を講ずること。 

(1) 食料、燃料等の供給対策 

(2) 医療助産対策 

(3) 応急教育対策 

８ 除雪機械、通信施設の整備点検を行うこと。 

９ 雪捨場の設定にあたっては、交通障害及び溢水災害等の発生防止について十分配慮すること。 
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資料９－２ 北海道融雪災害対策実施要綱 

北海道地域防災計画（R８年２月北海道防災会議）第４章災害予防計画から 

第１ 目的 

この要綱は、北海道地域防災計画の定めるところにより融雪災害に対処する防災関係機関の実施

事項を定めるとともに、市町村との連携を図り、融雪災害対策の総合的な推進を図ることを目的と

する。 

 

第２ 防災会議の体制 

１ 連絡部の設置 

融雪災害に関する予防対策及び応急対策の円滑な実施を図るため、北海道防災会議に次の機関

で構成する｢北海道融雪災害対策連絡部｣(以下｢連絡部｣という。）を設置する。 

北海道総合通信局、北海道開発局、北海道農政事務所、北海道運輸局、札幌管区気象台、陸上

自衛隊北部方面総監部、北海道警察本部、北海道、北海道教育委員会、札幌市、公益財団法人北

海道消防協会、全国消防長会北海道支部、東日本高速道路株式会社北海道支社、北海道旅客鉄道

株式会社、日本貨物鉄道株式会社北海道支社、日本放送協会札幌放送局、ＮＴＴ東日本株式会社

北海道事業部、株式会社ＮＴＴドコモ北海道支社、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社、

楽天モバイル株式会社、日本赤十字社北海道支部、北海道電力株式会社、北海道電力ネットワー

ク株式会社、電源開発株式会社東日本支店北海道事務所、北海道エアポート株式会社 

２ 設置期間 

３月15日から６月15日まで（なお、気象状況等を踏まえて別途定める場合がある。） 

３ 連絡部の任務 

(1) 融雪災害対策に関する各種情報の収集 

(2) 融雪災害対策に関する関係機関相互の連絡調整及び情報交換 

(3) 融雪災害時における定時的な報告 

(4) その他融雪災害対策に必要な事項 

４ 連絡部の招集 

連絡部の招集は、融雪災害が発生するおそれがある場合や、融雪災害発生の情報を覚知し、事

務局が必要と認めた場合に行う。 

また、事務局は必要に応じて、融雪災害による洪水や雪崩対策等に迅速かつ的確に当たるため、

連絡部構成機関及び町内関係部の職員の召集を求めることができる。 

なお、融雪災害発生地域等の事情を踏まえ、必要に応じて、連絡部構成機関以外の関係機関の

職員の参加を要請することができる。 

５ 連絡部の運営 

連絡部は、連絡部を構成する機関のうちから、当該機関の長が指名する職員をもって運営する。 

連絡部の事務局は、北海道総務部危機対策局危機対策課内に置く。 
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第３ 予防対策 

１ 気象情報及び積雪状況の把握 

(1) 札幌管区気象台 

札幌管区気象台は、積雪状況等の観測資料及び融雪災害に関する気象等特別警報・警報・注

意報並びに情報等を連絡部及び関係機関に通報するものとする。また、気象官署及びアメダス

で観測した積雪の深さや、１時間ごとに約５km四方の細かさで積雪の深さを推定した解析積雪

深について、「積雪速報（今後の雪）」として札幌管区気象台のホームページに掲載する。 

(2) 北海道旅客鉄道株式会社 

北海道旅客鉄道株式会社は、所属の観測所が観測した積雪に関する情報等を随時気象官署に

通報するものとする。 

また、道路管理者は、パトロール等により確認した積雪・融雪に関する情報等について、必

要に応じ気象官署に通報するものとする。 

(3) 連絡部 

連絡部は、積雪状況及び融雪状況を把握するため、随時現地調査を実施するほか、必要と認

める場合は、航空査察を実施するものとする。 

２ 融雪出水対策 

(1) 北海道開発局及び北海道 

ア 北海道開発局及び北海道は、融雪出水期における警戒地域を調査して連絡部に通報すると

ともに、関係市町村等と事前に予防対策を樹立し、常に警戒に当たるものとし、水防用資器

材及び通信機材の整備点検を行うものとする。 

イ 河川管理者は、河川が融雪、結氷、捨雪及びじんかい等により河道が著しく狭められ出水

による災害が予想される場合は、融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に

努め、あわせて、樋門、樋管等河川管理施設の整備点検を十分行うとともに、堰、水門等河

川工作物の管理者並びに河川の上流部に集積している木材の搬出等について関係者に指導

を行い、流下能力の確保を図るものとする。 

(2) ダム、貯水池等(以下｢ダム等｣という。）水防上重要な施設の管理者(以下｢ダム管理者等｣と

いう。)は融雪出水前に管理施設の整備点検を十分行うとともに、不測の事態に備え、非常用

電源や燃料等についても、あらかじめ確保しておくものとする。 

また、ダム等の放流を行う場合は、ダム等操作規則等に基づき下流に急激な水位の変動を生

じないよう留意し、関係機関及び地域住民への伝達が的確かつ迅速に行われるよう、通報体制

の確立を図るものとする。 

３ なだれ等対策 

(1) 北海道開発局及び北海道 

道路管理者は、なだれ発生の可能性が想定される箇所について、パトロールを行うとともに

地域住民、生徒、児童及びドライバーに対し、新聞、テレビ、ラジオ等を利用して広報活動を

積極的に行うものとする。 

また、気象情報を把握し、なだれの発生が予想される場合は、関係機関との緊密な連絡を保
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ち、迅速に当該道路の通行規制等の措置を講ずるものとする。 

(2) 北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社 

北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社北海道支社は、常になだれの発生が予想

される地点の状況の把握に努め、状況に応じ線路警戒、運転規制を実施し、列車の安全運転を

期するものとする。 

(3) 関係防災機関 

関係防災機関は、融雪期に警戒が必要な崖崩れ及び地滑り等について、日ごろから市町村等

と連携して住民に対する啓発に努めるとともに必要な措置を講ずるものとする。 

４ 交通の確保 

道路管理者は、積雪、捨雪及びじんかい等により道路側溝の機能が低下し、溢水災害が発生す

るのを防止するため、融雪出水前に道路側溝内の障害物の除去に努め、排水能力の確保を図るも

のとする。 

５ 通信及び送電の確保 

東日本電信電話株式会社北海道事業部等、北海道電力株式会社及び北海道電力ネットワーク株

式会社は、融雪出水及びなだれにより電気通信及び送電に支障を来さないよう十分配慮するもの

とする。 

６ 広報活動 

(1) 防災関係機関 

防災関係機関は、融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が十分得られるよう、あらゆる

広報媒体を通じ、水防思想の普及徹底に努めるものとする。 

(2) 日本放送協会札幌放送局及び関係報道機関 

日本放送協会札幌放送局及び関係報道機関は、融雪に関する情報を積極的に報道し住民の融

雪出水、なだれ等に関する注意を喚起し、緊急時の避難等について、所要の報道体制を整える

ものとする。 

 

第４ 応急対策 

１ 防災関係機関の措置 

防災関係機関は、融雪出水、なだれ等による災害が発生した場合は、直ちにその状況を連絡部

に通報するとともに関係機関と緊密な連携を保ち、所要の措置を講ずるものとする。 

２ 避難・救出等の措置 

(1) 北海道 

北海道は、融雪災害の発生により応急対策を実施する場合は、当該市町村と緊密な連絡をと

り北海道地域防災計画の定めるところにより避難、救出、給水、食料供給及び防疫等に万全の

措置を講ずるものとし、災害の態様により必要と認める場合は、自衛隊の災害派遣を要請する

ものとする。 

(2) 北海道警察本部 

北海道警察本部は、融雪、なだれ、崖崩れ及び地滑り等の災害により住民の生命、身体に危
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険が及ぶことが予想されるときは、自主避難を勧めるとともに急を要するときで市町村長の指

示ができないと認めるとき、又は市町村長からの要請があったときは避難を指示して誘導する

ものとする。 

 

第５ 災害対策本部の設置等 

融雪災害により防災関係機関が災害対策本部を設置したときは、連絡部にその状況を通報するも

のとする。 

連絡部は、その状況を他の防災関係機関に連絡し、災害対策の一本化を図るものとする。 

 

第６ 総合振興局又は振興局協議会の体制 

総合振興局又は振興局協議会は、本要綱に準じ、融雪災害対策地方連絡部を設置するなど、融雪

災害に対処する所要の措置を講ずるとともに、管下市町村における融雪災害対策の積極的な指導を

行うものとする。 

 

第７ 市町村の体制 

市町村は、融雪災害対策を積極的に実施するため、本要綱に準じ所要の措置を講ずるとともに、

特に次の事項に十分留意するものとする。 

１ 融雪災害対策の体制及び窓口を明確にすること。 

２ 気象情報及び融雪状況の把握に努め、連絡体制を確立すること。 

３ 融雪出水、なだれ、崖崩れ、地滑り発生予想箇所の警戒体制を確立すること。 

４ 融雪出水前に河道内の除雪、結氷の破砕等障害物の除去に努め、流下能力の確保を図ること。 

５ 融雪災害時に適切な避難指示等の発令ができるようにしておくこと。 

６ 災害の発生又は発生のおそれのある場合における連絡体制及び出動体制並びに避難・救助体制

を確立すること。 

７ 水防資器材、通信連絡施設の整備点検を行うこと。 

８ 道路側溝及び排水溝などの流下能力確保のため、住民協力による氷割デー、河道清掃デー等の

設定に努めること。 

９ 融雪出水に際し、住民の水防に対する協力が得られるよう、水防思想の普及徹底に努めること。 
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町道除雪作業基準 

１ 除雪車は、積雪がおおむね10cm を超え、さらに降雪が見込まれる場合 

２ 圧雪などで、交通事故や交通障害が発生する恐れがある場合 

３ 強風などで、路面の吹きだまりが著しい場合 

４ 融雪などで、路面のわだちが著しい場合 

５ その他、道路パトロールなどにより、除雪が必要と判断した場合 
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